
○ 各県等運営協議会設置状況 平成17年7月31日現在

都 道 府 県 15年度特区により設置 １６年度設置 平成１７年４月～平成１７年７月末までに設置

【福祉】 歌登町(16.7.21)､南富良野町(17.3.30)

【過疎】 知内町(17.4.20)

【福祉】 福地村(17.2.15)､七戸町(17.2.16)､八戸市(17.2.16)

【過疎】 福地村(17.2.15)､七戸町(17.2.16)

山 形 県 【福祉】 朝日村(17.6.27)

【過疎】 常陸太田市「旧里美村」(16.9.6)

【福祉】 阿見町(17.3.29) 東海村(17.7.8)

栃 木 県 【福祉】

宇都宮市(17.6.10)、
県西地区「鹿沼市､日光市､今市市､西方町､粟野町､足
尾町､藤原町､栗山村」(17.6.30)

【福祉】 高崎市(17.2.17)

【過疎】 東村､黒保根村(17.5.30)

千 葉 県 【福祉】 大網白里町(16.12.21)､岬町(17.2.9)､佐倉市(17.3.29) 柏市(17.4.13)､流山市(17.7.28)

東 京 都 【福祉】 世田谷区 ｢15年度特区｣ 練馬区(16.12.20)、板橋区(17.3.11)
杉並区(17.6.3)､中野区(17.6.22)､太田区(17.6.28)､豊島
区(17.6.29)

神 奈 川 県 【福祉】 大和市 ｢15年度特区｣

神奈川県【横浜市(16.11.29)､県北部地区(17.2.14)､ 湘南
東部地区(17.2.15)､県央地区(17.3.25)､県西地区(17.3.28)､
湘南西部地区(17.3.30)､川崎市(17.5.20)､横須賀三浦地区
(17.6.28)】

山 梨 県 【福祉】 都留市(17.6.8)

石 川 県 【福祉】 輪島市(17.3.1) 志賀町(17.7.8)

【福祉】

三水村､小海町
　　　　　　以上 ｢15年度特
区｣

中川村(16.3.29)

【過疎】 中川村(16.3.29)､楢川村(17.1.20)

福 井 県 【福祉】 丸岡町(16.7.2)

岐 阜 県 【過疎】
飛騨市(旧河合村､宮川村)
　　「15年度特区」(17.3.4)

静 岡 県 【福祉】 雄踏町(16.10.14)

【福祉】 岡崎市(17.4.15)

【過疎】 豊根村(16.7.26)

三 重 県 【福祉】
松阪市(旧飯高町)
　　「15年度特区」

南勢志摩地区11市町村(17.5.31)

京 都 府 【過疎】 京都市(17.2.1)

大 阪 府 【福祉】 枚方市 ｢15年度特区｣

大阪府【北摂地区(能勢町､豊能町､池田市､箕面市､茨
木市､高槻市､島本町､豊中市､吹田市､摂津市)
泉州地区(堺市､高石市､泉大津市､忠岡町､和泉市､岸
和田市､貝塚市､熊取町､田尻町､泉南市､阪南市､岬町)
中部地区(東大阪市､八尾市､松原市､柏原市､藤井寺
市､羽曳野市､美原町､太子町､大阪狭山市､富田林市､
河南町､千早赤阪村､河内長野市)
河北地区(寝屋川市､交野市､四条畷市､守口市､門真
市､大東市)
大阪市】

兵 庫 県 【福祉】 山崎町(16.9.2)

鳥 取 県 【過疎】 倉吉市(16.7.22)

島 根 県 【福祉】 島根町(16.12.15)

【福祉】

岡山県(岡山地区､倉敷地
区､勝英地区､東備地区､真
庭地区､津山地区) ｢15年度
特区｣

【過疎】 岡山市足守地区(16.7.14)

徳 島 県 【過疎】 上勝町 ｢15年度特区｣

高 知 県 【福祉】 高知市(16.11.16)､室戸市(17.1.25)

福 岡 県 【福祉】 小郡市(16.12.10)

熊 本 県 【福祉】

菊池市､玉名市､
熊本県他10市町村(宇土市､
宇城市〔旧三角町､旧不知火
町､旧松橋町､旧豊野町､旧
小川町 17.1.15合併〕､城南
町､富合町､美里町〔旧中央
町､旧砥用町 16.11.1合併〕)

以上 ｢15年度特

大 分 県 【福祉】 日田市(17.6.22)
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